
旭川市住宅雪対策補助金交付要綱 

 

 第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市における雪対策を推逭するため、冬期の除雪労力の負担軽減に有

効な融雪施設の設置を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必

要な事項を定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号による。 

⑴ 申請者 補助金を申請した個人、法人又は団体をいう。 

⑵ 交付予定者 申請者のうち、補助金の交付の決定に係る審査を待つ者又は審査中で

ある者をいう。 

⑶ 交付決定者 申請者のうち、補助金の交付の決定を受けた者をいう。 

⑷ 承継人 次のいずれかに該当する者であって、申請者が死亡等のやむを得ない事情

により補助金に係る手続を継続できなくなった場合に、その手続を承継する者をいう。

ただし、第４条各号に該当する者を除く。 

ア 工事を行う住宅の居住者 

イ 工事を行う住宅の所有者 

ウ ア又はイに該当しない者で、申請者の３親等以内の親族 

⑸ 住宅 申請日時点で１以上の世帯の住民登録がある家屋をいう。ただし、有料老人ホ

ーム、サービス付き高齢者向け住宅、公営住宅その他これらに類するものを除く。 

⑹ 一戸建形式 住戸の別がない又は住戸の別があるが全ての住戸に内邪で往来可能な

形式をいう。 

⑺ 共同建形式 一戸建形式以外の形式をいう。 

⑻ マンション 共同住宅のうち、２名以上の者が区分所有しているものをいう。 

⑼ 併設店舗等 居住以外の用途に供する邪分がある住宅の、居住以外の用途に供する

邪分をいう。 

⑽ 新築住宅 新築に係る工事が契約済みの住宅又は新築の工事中である住宅をいう。 

⑾ 建売住宅 不特定の者への販売を目的とした住宅であって、一度も入居されていな

い住宅をいう。 

⑿ 対象工事費 補助金を申請する工事に係る費用のうち、補助金の対象となる邪分を

いう。 

⒀ 附帯工事 補助金の対象となる工事と同時に行う工事であって、施工又は品質確保

のために必要不可欠である工事をいう。 



⒁ 契約書等 工事請負契約書、発注書、請書その他これらに類するものをいう。 

 

  

  



第２章 補助対象 

 

（対象者） 

第３条 補助金の交付対象とする者は、次の各号の条件を全て満たす個人、法人又は団体と

する。 

⑴ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 補助金の対象とする住宅（第６条各号により定める。以下同じ。）に居住している

個人 

イ 補助金の対象とする住宅が新築住宅の場合にあってはその新築工事の発注者又は

建売住宅の購入者 

ウ 補助金の対象とする住宅の所有者 

エ 補助金の対象とする住宅がマンションの場合にあっては、その管理組合 

⑵ 補助金の対象とする住宅及び土地を全て所有していない場合にあっては、補助金の

申請及び工事の実施について所有者の承諾を得ている者であること。 

⑶ 補助金の対象とする工事（第５条各項により定める。以下同じ。）の工事請負契約を

締結する者であること。ただし、当該工事請負契約を締結する者が、補助金の対象とす

る住宅に居住している者の３親等以内の親族である場合は、この限りではない。 

 

（除外要件） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、補助金の交付対象

とする者から除外する。 

⑴ 市税を滞納している個人又は法人 

⑵ 代表者が市税を滞納している法人格を有しない団体 

⑶ 旭川市暴力団排除条例（平成２６年旭川市条例第１６号）第２条第２号の暴力団員又

は同条例第７条の暴力団関係事業者である者 

⑷ 虚偽の申請その他補助金の手続において不正を行った者 

⑸ その他法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあるなど、補助金を交付

することが遚当でないと判断された者 

 

（対象工事） 

第５条 補助金の対象とする工事は、別表の対象工事及びその附帯工事とする。 

２ 補助金の対象とする工事は、当該年度の４月１日以降に、市内に本店、支店、事務所、

営業所等を置く事業者と工事請負契約を締結し、その後に開始する工事に限る。 

３ 補助金の対象とする工事は、対象工事費が５０万円以上の工事とする。 

 

（対象住宅） 



第６条 補助金の対象とする住宅は、次の各号に遚合するものとする。 

⑴ 別表の工事種別１及び２の工事を行う場合は、次のいずれかに該当する住宅 

ア 併設店舗等がない住宅 

イ 新築住宅又は建売住宅であって、新築後又は購入後にアに該当するもの 

⑵ 別表の工事種別３の工事を行う場合にあっては、工事の内容及び施工方法を総合的

に判断し、各申請毎に決定する。 

 

（対象工事費） 

第７条 対象工事費は、次の各号によるものの合計額とする。 

⑴ 製品、材料費その他これらに類するもの 

⑵ 製品等の設置費、施工費その他これらに類するもの 

⑶ 仮設費、養生費、遀搬費その他これらに類するもの 

⑷ 廃棄物処分費、清掃費その他諸経費等 

２ 次の各号に該当するものは、対象工事費に算入しない。 

⑴ 製品保証料、保証期間延長料その他これらに類するもの 

⑵ 工事を行うための引越費、工事期間の宿泊費その他これらに類するもの 

⑶ その他対象工事を行うに当たり明らかに不要又は著しく遃剰であると判断されるも 

 の 

３ 対象工事費は、消費税及び地方消費税相当額を含めた額とする。ただし、申請者が法人

の場合にあっては、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。 

 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、対象工事費の合計の１０分の１以内かつ１０万円を超えない額と

する。なお、千円未満の端数については、これを切り捨てる。 

 

（重複補助の制限） 

第９条 申請者が同一年度に次の各号の補助金を複数回利用しようとする申請（当該申請

者と同一の住宅に居住する者又は申請者と生計を一にする者の申請を含む。）は無効とす

る。 

⑴ 旭川市住宅改修補助金 

⑵ 旭川市住宅雪対策補助金 

⑶ 旭川市地域材活用住宅建設補助金 

２ 同一の住宅を同一年度に前項各号の補助金を複数回対象としようとする申請は無効と

する。この場合において、共同建形式の住宅の各住戸及び共用邪分については、それぞれ

別の住宅とみなす。 

３ 国、北海遈又は本市の同種の補助制度を利用する工事の申請は無効とする。 



４ 遃去に旭川市住宅雪対策補助金を利用した者の申請（当該利用した者と同一の住宅に

居住する者又は利用者と生計を一にする者の申請を含む。）は無効とする。 

５ 遃去に旭川市住宅雪対策補助金の対象とした住宅の申請は無効とする。 

６ 遃去に第１項各号又は次の各号のいずれかの補助金を利用して工事を行った邪分を再

度工事しようとする内容の申請は無効とする。 

 ⑴ 旭川市やさしさ住宅補助金 

 ⑵ 旭川市やさしさ住宅補助金（マンション共用邪分） 

 

（重複補助の特例） 

第１０条 前条第１項及び第４項は、承継人に対しては無効とする。 

２ 前条第４項から第６項までは、該当の補助金の交付を受けた日が属する年度の末日か

ら１０年以上経遃している場合にあっては無効とする。 

３ 前条第５項は、補助金の交付を受けたときの居住者及び所有者が全員変わった場合に

あっては無効とする。 

 

  



第３章 事務手続 

 

（交付申請） 

第１１条 補助金の申請は、旭川市住宅雪対策補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号

の書類を添えて提出することにより行う。 

⑴ 申請者名義の納税証明書 

⑵ 補助の対象とする住宅が新築住宅である場合は、当該新築工事の契約書等 

⑶ 申請者が当該住宅の所有者であって、申請者が当該住宅に居住していない場合は、当

該住宅を所有していることが確認できる資料 

⑷ 申請者が法人の場合は、役員名簿 

⑸ その他審査に当たり必要と認めた書類 

２ 申請を受け付ける期間は、別に定める。 

 

 

 

（交付予定者の決定） 

第１２条 受付期間内の申請によって補助金の額の合計が募集予算額を超えなかったとき

は、補助金の不交付の決定を受けた者を除き、補助金の申請者全員を交付予定者とする。 

２ 受付期間内の申請によって補助金の額の合計が募集予算額を超えたときは、抽遥によ

り交付予定者を決定する。 

 

（補欠候補者） 

第１３条 前条第２項により交付予定者を決定したときは、交付予定者とならなかった者

の中から、次条に定める補欠登録をすることができる者（以下「補欠候補者」という。）

を抽遥により遥定し、上位の者から順番に順位を付ける。 

２ 前項により補欠候補者を遥定したときは、補欠候補者となった旨を、当該者の補助金の

不交付の決定の通知に併せて通知する。 

 

（補欠登録） 

第１４条 前条により遥定した補欠候補者のうち、補助金の予算額に余裕が生じた場合に

のみ繰り上がりとなることを承諾し、補欠登録を希望した者について補欠登録を行う。 

 

（補欠繰上） 

第１５条 補助金の募集予算額に余裕が生じたときは、予算の範囲内で、前条により補欠登

録を受けた者のうち、順位が上の者から交付予定者を遥定する。 

 



（交付決定） 

第１６条 交付予定者の申請が第２章に定める補助対象と認められるときは、補助金の交

付を決定する。 

２ 前項により交付の決定を行ったときは、その内容及び交付に際し次の各号に定める条

件を附す旨を当該交付決定者に補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知する。 

⑴ 工事が完了したときは、速やかに第２０条に定める工事完了報告及び第２２条に定

める請求の手続を行うこと。 

⑵ 申請内容に変更が生じたときは、第１８条に定める変更手続を行うこと。 

⑶ 補助金を辞退するときは、速やかに第１９条に定める補助金の辞退の手続を行うこ

と。 

⑷ 第２０条第３項の報告を求められたとき又は同条同項の是正の指示を受けたときは、

その内容に従うこと。 

⑸ 補助金の交付を受けた日が属する年度の末日から起算して１０年の間、本補助金に

より取得又は効用の増加した財産を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供しようとするときは、承認を得ること。 

 

（不交付決定） 

第１７条 申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該申請者に対し補助金の不

交付を決定し、その旨を補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知する。ただし、

第７号に該当するときは、通知を行わない。 

⑴ 交付予定者の決定を抽遥により行った場合であって、交付予定者とならなかった者 

⑵ 第１９条の補助金の辞退の手続を行った者 

⑶ 第２０条第２項の期限までに完了報告を行わなかった者 

⑷ 第２０条第３項による是正指示を受け、期限内に遚切な是正措置を講じなかった者 

⑸ 第２０条第３項による報告を求められた場合において、期限内に報告をしなかった 

 者 

⑹ 死亡等のやむを得ない事情により補助金に係る手続を継続できなくなった者で、承

継人がいない者又は承継人が第２０条第２項の期限までに承継の手続を行わなかった

者 

⑺ 第２章に定める補助対象と認められない者 

⑻ 補助金の手続において不正を行った者 

２ 前項の場合において、既に当該申請者に対する交付決定があるときは当該交付決定を

取り消す。 

 

（変更手続） 

第１８条 補助金の申請内容の変更の手続は、その変更の内容が次の各号のいずれかに該



当するものであるとき又は第５項により指示を受けたときは、変更申請書（様式第４号）

に変更内容が確認できる資料を添付して提出することにより行う。 

⑴ 工事費用の減額 

⑵ 対象工事の一邪中止 

⑶ 工事種別の変更 

⑷ 工事請負契約を締結する事業者の変更 

２ 前項各号に該当しない内容の変更に係る補助金の申請内容の変更の手続は、第２０条

の工事完了報告時に、変更内容が確認できる資料を提出することにより行う。 

３ 第１項による申請があったときは、第２章に定める補助対象と認められるかを確認し、

交付又は不交付を決定し、当該申請者に通知する。この場合において、当該申請が交付決

定者によるものであるときは、従前の交付の決定を取り消す。 

４ 前項の交付の決定の金額は、第１１条第１項の申請書に記載した申請額を上限とする。

ただし、当該申請が交付決定者によるものであるときは、従前の交付の決定の金額を上限

とする。 

５ 第２項による資料の提出又は第２０条の工事完了報告を受け、その内容に補助の要件

又は交付決定の内容に抵触するおそれのある変更事項があると認めたときは、当該申請

者に対し第１項の手続きを行うことを指示する。 

 

（補助金の辞退） 

第１９条 補助金の辞退の手続は、辞退届（様式第５号）を提出することにより行う。 

 

（工事完了報告） 

第２０条 工事完了報告は、次の各号の書類を添付した工事完了報告書（様式第６号）を提

出することにより行う。 

⑴ 対象工事に係る見積書 

⑵ 対象工事の邪分を撮影した工事前及び工事後の写真 

⑶ 対象工事に係る契約書等の写し 

⑷ 対象工事費用の支払を証明する書類の写し 

⑸ 施工後の写真のみで確認が困難な工事の場合は、施工中の写真 

⑹ その他審査に当たり必要と認めた書類 

２ 工事完了報告の提出期限は、別に定める。 

３ 第１項の報告を受け、その内容の審査において疑義があり、又は工事内容に不遚切な邪

分があると認めたときは、期限を定めた上で報告の徴収又は是正の指示を行う。 

 

（補助金額の確定） 

第２１条 前条の工事完了報告を受け、工事が遚切に行われたことを認めたときは、補助金



額を確定し、当該交付決定者に補助金額確定通知書（様式第７号）により通知する。 

 

（補助金の請求） 

第２２条 補助金の請求の手続は、前条による補助金額の確定後に、請求書（様式第８号）

を提出することにより行う。 

 

（補助金の交付） 

第２３条 前条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。 

  



第４章 雑則 

 

（補助金の返遯） 

第２４条 補助金の交付後に補助金に係る不正を認知したときは、当該者に対する補助金

の交付の決定を取り消し、補助金の返遯を求めることができる。 

 

（承継） 

第２５条 交付予定者の承継人が補助金に係る手続きの承継を希望する旨を届け出たとき

は、当該承継人を、当該申請における交付予定者とする。 

２ 交付決定者の承継人が補助金に係る手続きの承継を希望する旨を承継願（様式第９号）

により届け出たときは、当該交付決定者に対する交付決定を取り消し、当該承継人に対し、

新たに補助金の交付の決定を行う。 

３ 前項により交付の決定を行ったときは、当該承継人に交付の決定を行った旨及び第 

１６条第２項の条件を附す旨を通知する。 

４ 承継人が第２条第４号ウに該当する者である場合は、当該承継人に対し当該申請者と

の関係性を示す書類の提出を求めることができる。 

 

（調査） 

第２６条 補助事業の遚正な執行のために必要と認めるときは、次の各号の者の個人情報

及び現地の調査を行うことがある。この場合において、特段の事情がない限り事前に同意

を得るものとする。 

⑴ 申請者が個人の場合にあっては、申請者本人及び申請者の属する世帯の世帯員 

⑵ 申請者が法人の場合にあっては、代表者及び役員 

⑶ 申請者が法人格を有しない団体の場合にあっては、代表者 

 

（その他） 

第２７条 この要綱のほか、必要な事項については別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 



この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表 対象工事（第５条関連） 

工事種別 諸条件 

１ 融雪槽・融雪機の新設 ・使用の可否にかかわらず既存で同種の施設が

ない住宅への設置に限る。 

・固定式のものに限る。 

・融雪水の排水を遚正に処理するものに限る。 

・安全対策が遚切に講じられるものに限る。 

・遈路又は隣地への排気や騒音等に十分に郤慮

するものに限る。 

２ ロードヒーティングの新規敷設 

３ その他住宅の雪対策に資すると

認めた工事 

・１又は２の工事種別のいずれかと同等程度の

効果を発揮するものに限る。 

・容易に取外しできる構造でないものに限る。 

・用途及び目的に照らし遚切な安全性と耐久性

が確保されているものに限る。 

・著しく遃大な工事でないものに限る。 

 

 



様式第１号 

※裏面の記入もあります。 

旭川市住宅雪対策補助金交付申請書 

（兼申請者及び世帯員の個人情報照会承諾書） 

（申請書を提出する日）令和  年  月  日 

（宛先）旭川市長 

※太枠の中を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

申請者（工事の契約者） ※法人の場合は商号又は名称及び代表者の氏名 

 〒  － フリガナ  年齢 

住 所  氏 名   歳 

電話(携帯)番号  －  －  メールアドレス        @ 

標記補助金について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

また、担当部局が申請内容の確認のために他の助成制度の利用状況や申請に関する者の「住民票」、「暴力

団」及び「暴力団員」の情報について、市の関係部局及び他の官公署に照会を行うことを承諾します。 

道路占用許可が必要な場合、市の関係課に本申請の情報が共有されることを承諾し、地下水のくみ上げを

行う場合には、直接的及び間接的な損害について、いかなる場合も自己の責任において対処します。 

 

今回の工事を行う事業者（施工業者） 

  〒  －  

住 所  事業者名  

担当者・連絡先 (担当) (電話番号)  

工事予定期間 令和   年  月  日  ～  令和   年  月  日 

工事種別 ※補助対象として申請する工事すべてにチェックしてください 

 
□１融雪槽・融雪機の新設 □２ロードヒーティングの新規敷設 

□３その他（                                    ） 

補助申請額 

※税込み 

区分 金額 ※審査欄 

補助対象工事費（５０万円以上） 

※個人での申請は税込、法人での申請は税抜 
円 円 

補助申請額 

補助対象工事費×1/10（上限 10 万円） 
円 円 

※備  考  欄 受付番号 

 

 

 

 



様式第１号 

 

 

対象工事 補助対象となる項目の例 見積金額 

1 融雪槽設置 対象 

融雪機本体（水槽、ﾉｽﾞﾙ、操作盤、揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、排水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ、落下防止金物、蓋など）、掘削・据付・運搬費、砂

利入れ、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ費（打込み費）、排水管接続、電気工事、

残土処分など 

(A)                            円 

2 融雪機設置 対象 
融雪機本体、掘削・据付・運搬費、砂利入れ、油配管敷

設、排水管接続、電気工事、残土処分など 
(A)                            円 

3 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 対象 
掘削、砂利入れ、電気工事（ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄなど）、舗装な

ど 
(A)                       円 

補助対象工事費合計 

（税 込） 

(A)                     円 

(C)                     円 

工事費 合計 

（税 込） 

(A)                         円 

（              円） 

補助申請額 補助対象工事費×1/10（上限 10 万円） (D)                            円  

※申請者が法人の場合にあっては、別途任意の様式で代表者並びに役員の住所、氏名及びその読み仮名 

の一覧を提出してください。 

（注１） 申請者が旭川市暴力団排除条例第２条第２号の暴力団員又は同条例第７条の暴力団関係事業者で 

ある場合は、補助金の交付は受けられません。 

（注２） 申請者等の内容に虚偽やその他の不正行為があった場合は、補助金の交付決定を取り消すことや 

補助金の返還を求めることがあります。 

 

申請書、添付した関係書類の内容を確認した上で申請していますか。 □はい 

 

 

確認事項 

現在、工事を行う住宅にお住まいですか。 □はい □いいえ 

「いいえ」の場合（お住まいでない方）は次の①②も記載してください。 

① 新築中、又はこれから新築する住宅ですか。 □はい □いいえ 

② 工事を行う住宅の所在地を記載してください。※申請者の現住所と異なる場合のみ記入 

旭川市  

工事を行う住宅及び土地を全て所有していますか。 

所有していない場合は、工事及び本補助金の申請について所有者の 

承認を得ていますか。 

□はい 

工事を行う住宅の形式は一戸建ですか、それ以外ですか。 □一戸建 □それ以外 

工事を行う住宅に事務所や店舗は併設されていますか。 □いいえ 

現在、敷地内に固定式の融雪槽・融雪機やロードヒーティングがありますか。 

融雪槽・融雪機（ □ある □ない ）  ロードヒーティング（ □ある □ない ） 

平成 28年度以降に「本補助金」を利用したことがありますか。 □ない 

今年度に「旭川市住宅改修補助金」「旭川市地域材活用住宅建設補助金」を利

用しますか。 
□しない 

国、北海道又は旭川市の他の助成制度等を利用しますか。 □する □しない 

（助成制度等の名称）  

（工事内容）  

ｘ 



様式第２号 

第    号 

年 月 日 

 

  様 

受付番号 

旭川市長   

（       担当） 

 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

      年  月  日付けで（申請・変更申請）のありました（旭川市住宅改修補助金・ 

旭川市住宅雪対策補助金）について、次のとおり交付することに決定しましたので通知しま

す。 

 

１ 交付決定額 

 

 

 

 

 

 

２ 交付条件 

（１） 改修工事を完了後、   年  月  日までに別紙の案内に従って工事完了 

報告を行ってください。 

 

（２） 申請工事の内容に変更が生じたときは、変更の手続きを行ってください。 

 

（３） 工事を取り止めた場合など、補助金を辞退するときは、速やかに辞退の手続きを 

行ってください。 

 

（４） 申請内容や工事内容について指示を受けたとき又は報告を求められたときは、そ 

の内容に従ってください。 

 

（５） 補助金を受けた日の属する年度の末日から起算して１０年以内に補助金により取 

得又は効用の増加した財産を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、 

又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を得てください。 

 

３ その他 

上記条件に反したとき及び手続において不正が発覚したときは、交付決定を取り 

消します。 

 

（担当）   

 

 

       円 

(備考) 

 

 



様式第３号 

 

第    号 

年 月 日 

 

  様 

受付番号   

旭川市長   

（       担当） 

 

 

補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 

 

   年 月 日付けで申請のありました（旭川市住宅改修補助金・旭川市住宅雪対策補助金）

について、次のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

 

１ 不交付の理由 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（担当）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

変 更 申 請 書 

 

（申請書を提出する日）令和  年  月  日 

（宛先）旭川市長 

 

   

申請書、添付した関係書類の内容を確認していますか。 □はい 
  

 

住所  

氏名  

先に申請した（旭川市住宅改修補助金・旭川市住宅雪対策補助金）について、次のとおり申請内

容に変更が生じたので、関係書類を添えて申請します。 

受 付 番 号  

変 更 内 容 

☐ 工事費用の減額 

☐ 対象工事の一部中止 

☐ 工事の種別の変更 

☐ 工事請負契約を締結する事業者の変更 

変更後の事業者名：  

住所：  

☐ 使用する材料・製品等を省エネルギー性能の低い物に変更(省エネルギー化工事) 

☐ その他（ ） 

補助申請額 

区分 金額 ※審査欄 

補助対象工事費  円  円 

補助申請額 
 
円  円 

※千円未満切捨 

※備  考  欄 ※受 付 欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

 

辞 退 届 

 

（辞退届を提出する日）令和  年  月  日 

（宛先）旭川市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（届出人）住所  

氏名  

 

先に申請した（旭川市住宅改修補助金・旭川市住宅雪対策補助金）について、補助金の辞退を届け出

ます。 

受 付 番 号  

理    由 

□ 工事の予定がなくなった（工事をやめた） 

□ 内容変更により補助対象外となった（変更内容：            ） 

□ 他の助成制度等で重複する内容の助成を受けた（受ける予定を含む） 

□ その他（                              ） 

※備  考  欄 ※受 付 欄 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



様式第６号 

 

 

工 事 完 了 報 告 書 

 

（報告書を提出する日）令和  年  月  日 

（宛先）旭川市長 

 

 

申請書、添付した関係書類の内容を確認していますか。 □はい 

 

 

 

 

 

（交付決定者）住所  

氏名  

先に交付決定を受けた（旭川市住宅改修補助金・旭川市住宅雪対策補助金）について、工事が完了し

たので、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

工  事  期  間 （着手日）令和  年  月  日 ～ （完了日）令和  年  月  日 

受  付  番  号  

補助金交付決定額 金    ，０００ 円 

施 工 業 者 名  

添  付  書  類 

□ 工事見積書 

□ 工事前及び工事完了後の写真 

□ 改修部分の施工中の写真（隠ぺい部分等がある場合） 

□ 工事の平面図・間取り図等 ※省エネルギー型の場合 

□ 製品企画・仕様等の資料（カタログなどの写し等）※省エネルギー型の場合 

□ 工事請負契約書等の写し(申請者と契約者が異なる場合は関係性を示す書類） 

□ 支払を証明する書類の写し(申請した工事に伴ったもの全て） 

※ 別途、請求書（様式第８号）の提出も必要です 

※ 必要な書類の提出がない場合は、補助金を交付することができません 

※備  考  欄 ※受 付 欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 

 

第    号 

年 月 日 

 

 様 

受付番号  

旭川市長  

（         担当） 

 

 

 

補 助 金 額 確 定 通 知 書 

 

  年 月 日付けで完了報告のありました（旭川市住宅改修補助金・旭川市住宅雪対策補助

金）について、検査の結果、適正に工事が完了したことを確認し、次のとおり補助金の額を確定

しましたので通知します。 

 

 

 

確 定 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当）   

 

         円 



様式第８号 

 

 

請 求 書 

 

 

 

（宛先）旭川市長 

 

 

 

 

 

 

 

次のとおり請求します。 

 

 

 

 

           請求額 

                                （金額の頭に￥を記入） 

 

 

 

請求内容 

（旭川市住宅改修補助金・旭川市住宅雪対策補助金）として 

 

 

 

 

 

 

 振込先 

金融機関名・支店名 口座番号 口座名義（カタカナ） 

 

銀行 

信金 

農協 

 

本店 

支店 

出張所 

普通        

 

当座        

 

 

（交付決定者）住所  

氏名  

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

       0 0 0 



様式第９号 

 

 

承 継 願 

 

令和  年  月  日 

（宛先）旭川市長 

 

 

先に申請した（旭川市住宅改修補助金・旭川市住宅雪対策補助金）について、申請者本人が手続きを

続けることができなくなったため、関係者の同意のもと自己の責任において工事と補助金の手続きを承

継し、今後の手続きを行うことを希望します。 

また、担当部局が申請内容の確認のために他の助成制度の利用状況や私の「住民票」、「暴力団」及び 

「暴力団員」の情報について、市の関係部局及び他の官公署に照会を行うことを承諾します。 

 

注１ 承継人が旭川市暴力団排除条例第２条第２号の暴力団員又は同条例第７条の暴力団関係事業者に該

当する場合は、承継を認めません。 

注２ 記載内容に虚偽やその他の不正行為があった場合は、補助金の交付決定を取り消すことや補助金の返

還を求めることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（承継人）住所  

氏名  

電話番号  

受 付 番 号  

元の申請者  

※備  考  欄 ※受 付 欄 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


